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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年２月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２７年７月２６日 １２時５０分ごろ 

発生場所 山形県鶴岡市鼠ヶ関
ね ず がせ き

港 

鼠ヶ関灯台から真方位０６９°７９０ｍ付近 

（概位 北緯３８°３３.６′ 東経１３９°３２.９′） 

事故の概要 水上オートバイパロスペシャルは、浮体を引いて北進中、浮体が錨

泊していた水上オートバイに衝突し、搭乗者が負傷した。 

事故調査の経過  平成２７年８月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ パロスペシャル、５トン未満 

 ２１１－１６６４１山形、個人所有 

 ２.６６ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、９５.６kＷ、平成１３年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３６歳 

 特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日  平成２７年６月１０日 

  免許証交付日 平成２７年６月１０日 

         （平成３２年６月９日まで有効） 

搭乗者 男性 ２３歳 

 死傷者等 重傷 １人（搭乗者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、別の友人１人（以下「搭乗者」という。）を取っ手が付

いた直径約１.２ｍのビスケットと称する円環状浮体（以下「本件浮

体」という。）に乗せ、直径約１０㎜、長さ約１４ｍのトーイングロ

ープを用いて本件浮体を引きながら鼠ヶ関港内東側の浅所を出発し、

同港内で遊走した。 

 船長は、遊走を終えて出発地に戻るため、約２０km/h の速力で遊

泳区域を示すブイ及びロープに沿って南東進し、本船と‘船首を南方



- 2 - 

に向けて錨泊していた水上オートバイ’（以下「本件錨泊船」とい

う。）との距離が約５０ｍの所で左旋回を開始した。 

 船長は、本船と本件錨泊船との距離が約３０ｍとなった所で、左旋

回を続けながら後方を見て本件浮体が本船に追随していることを確認

し、海岸線に沿うよう船首を北方に向け、本件錨泊船を右舷側に約１

０ｍ離して通過した後、出発地に近づいたので徐々に減速した。 

 同乗者は、出発時から後方を向いて座り、本件浮体の状況を監視し

ていたところ、本件浮体が、トーイングロープが張った状態で右舷方

に振れ、本件錨泊船の右舷船首部に接触して乗り越え、本件錨泊船の

船尾に設置されたトーイングポールにトーイングロープが掛かり、ト

ーイングロープが破断するとともに搭乗者が海面に投げ出されるのを

見て、ぶつかったと声を上げた。 

船長は、同乗者からぶつかった旨の声を聞き、右舷後方を確認した

ところ、本件錨泊船の左舷側に本件浮体及び搭乗者が浮かんでおり、

搭乗者が出血している状況を見た。 

 船長は、直ちに本船のエンジンを切り、泳いで搭乗者の救助に当た

り、同人を海岸に移動させた後、股間から出血していたので、陸上に

いた友人が掛けた１１９番通報の電話に出て状況説明を行うととも

に、方法を聞きながら傷口を真水で洗うなどの応急手当を行った。 

搭乗者は、救急車で病院に搬送された後、ドクターヘリで大学病院

に移送され、右寛
かん

骨
こつ

臼 後 柱
きゅうこうちゅう

骨折及び開放性骨盤
こつばん

輪
りん

骨折と診断されて

緊急手術を受けた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船の状況、写真２ 本件

浮体の状況 参照） 

 その他の事項 船長は、本事故の約１か月半前に特殊小型船舶操縦免許を取得し、

水上オートバイの操縦経験が９回目であり、毎回、浮体やウェイクボ

ードを引いて遊走していた。 

船長は、特殊小型船舶操縦免許を取得するまで水上オートバイを操

縦したことがなかったが、浮体に搭乗した経験が多数あり、また、約

１０年前から雪山でスノーモービルによりチューブを引いて遊走して

いたので、旋回時に被引浮体が左右に振れることを理解していた。 

 船長は、本船と本件錨泊船との距離が約１０ｍ離れていたので、本

件浮体が本件錨泊船に接近することはないと思っていた。 

 船長は、ふだん、周囲に障害物のない海水浴場で遊走しており、海

岸線沿いに航行して出発地に戻っていたが、狭い海域で旋回するよう

なことがなかった。 

船長は、鼠ヶ関港での遊走が２回目であった。 

 出発地は、本件錨泊船から約７～８ｍ北側であった。 

 鼠ヶ関港の出発地付近には、南の鼠ヶ関川河口から北西方に向かっ

て遊泳区域を示すブイ及びロープが設置されており、また、北方の船
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揚場から南西方に向かって漁船の係留索が張られていた。 

 船長は、友人が掛けた１１９番通報の時刻から逆算して、本事故発

生時刻が１２時５０分ごろだと思った。 

 船長は、出発地に近づいて本船を減速したので、本件浮体が右舷方

へ大きく振れたものと本事故後に思った。 

搭乗者は、本件浮体の中央部に腰を入れて両足先を前方に出した体

勢で、両手で左右に設けられた取っ手を握っていた。 

 船長、同乗者及び搭乗者は、本事故当時、全員が救命胴衣を着用し

ていた。 

 搭乗者は、本件浮体と本件錨泊船とが衝突し、自身が海面に投げ出

されるまでの間が一瞬のことであったので、負傷に至った状況が分か

らなかった。 

 トーイングロープは、本件浮体から約３ｍのところで破断してい

た。 

 船長は、本事故後、本船及び本件浮体に損傷がないことを確認し、

また、本件錨泊船の所有者から本件錨泊船に損傷がなかったと聞い

た。 

 本事故発生場所は、水深が約１ｍで、底質は砂であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、鼠ヶ関港において、トーイングロープで本件浮体を引きな

がら南東進中、船長が本件錨泊船に接近する状況で左旋回をしたこと

から、本件浮体が右舷方に振れて本件錨泊船と接触し、搭乗者が負傷

したものと考えられる。 

 船長は、左旋回を終えて船首を北方に向けた後、本船と本件錨泊船

との距離が約１０ｍ離れていたことから、本件浮体が本件錨泊船に接

近することはないと思い、出発地に近づいたので本件錨泊船を通過し

た頃から減速したものと考えられる。 

 本件浮体は、本船の左旋回により右舷方への慣性力が働く状況下、

本船が減速したことから、本船の船尾トーイングロープ結合部を支点

に右舷方へ振れ、本件錨泊船に接触した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、鼠ヶ関港において、トーイングロープで本件浮

体を引きながら南東進中、船長が本件錨泊船に接近する状況で左旋回

をしたため、本件浮体が右舷方に振れて本件錨泊船と接触したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・浮体を引いて航行する船舶は、障害物と十分な距離を確保するこ
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と。 

・浮体を引いて障害物付近を通過する場合、自船と浮体とが直線上

に並んで通過できるよう注意すること。 

・狭い水域を航行する場合、トーイングロープを短くしたり、搭乗

者を水上オートバイに移乗させるなどの安全対策を講じること。 

・浮体を引いて遊走する場合、周囲に障害物が存在しない広い海域

で行うことが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

写真１ 本船の状況          写真２ 本件浮体の状況 

   

 

× 

遊泳区域 

漁船の係留索 

事故発生場所 

（平成２７年７月２６日 

 １２時５０分ごろ発生） 

山形県鶴岡市 


